
建築物に新規に設ける昇降機の手続き

建築物に併せて確認申請する（併願申請）

YES

建築基準法第6
条第1項第二号
に掲げる建築物

（階数が３未満、
延べ床面積が

500㎡以下、及
び高さが16ｍ以

下のもの）

に設けるもの

確認申請不要確認申請必要※１
（建築物の申請書に規則１条の３第

４項で定める書類を添付）

YES

エレベーター 小荷物専用昇降機 エスカレーター

住戸内のみ昇降

NO

NO（別願申請したい）

YES

※１ 建築基準法第6条第1項第3号建築物に設置する場合、併願申請をしてください。

※２ テーブルタイプは横浜市建築基準法施行細則第７条(1)に基づき、原則確認申請が必要です。

（一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸に設置されたものは除く）

パターン① 建築物の確認申請書に昇降機の図書及び書類の添付が必要です。

パターン② 昇降機の確認申請は不要です。

パターン③ 昇降機の確認申請が必要です。

NO

フロアタイプ
（テーブルタイプ以外のもの）

YES

テーブルタイプ(※２)で
一戸建ての住宅又は長屋若しくは
共同住宅の住戸に設置されたもの

（昇降路の全ての出し入れ口の下端が
当該出し入れ口が設けられる室の床面

よりも50㎝以上高いもの）

NO

【新築建築物内】に設置
・昇降機を 【既存建築物内】に設置（床抜き等）

【敷地内に増築した昇降路】に設置（増築）

横浜市内

確認申請必要
（別願申請）

YES

YES（併願申請へ） NO

NO

建築物の確認申請が伴う場合


